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第１章 基本的事項 
 

１ 行動計画の策定趣旨 

 本県では、「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する条例」（以下「条例」という。）

の基本理念に位置づけられた４つの基本的施策である「安全・安心な農産物の安定的な生産

及び供給の確保」「農業の持続的な発展を支える農業構造の確立」「地域の特性を生かした農

村の振興」「農業及び農村を起点とした新たな価値の創出」の推進に向けて、「三重県食を担

う農業及び農村の活性化に関する基本計画」（以下「基本計画」という。）を策定しました。 

 この行動計画は、基本計画に示した事項のうち、県が取り組む農業及び農村の活性化に関

する基本施策についての具体的な取組方向を示し、着実な施策展開を図るために策定するも

のです。 

 

２ 行動計画の性格 

 行動計画は、基本計画に示された基本施策を着実に実施するための実施計画となるもので、

期間内に実施する農業及び農村の活性化に関する施策を明らかにするとともに、基本計画の

的確な進行管理を行うため中間年における目標を設けます。 

 また、条例第９条第５項の規定に基づき、毎年一回、基本施策等の実施状況を取りまとめ、

評価することにより、計画の的確な進行管理を行ないます。 

 

３ 行動計画の期間 

 行動計画の対象とする期間は、取組の実効性を確保するため、平成 24 年度から平成 27 年

度までの４年間とします。 

 

４ 行動計画の構成 

 基本計画に位置づけた４つの基本施策に従い、基本施策には基本目標指標として、基本事

業には取組目標指標（基本計画のマネジメント参考指標）として、それぞれ平成 27年度を目

標とした数値を掲げるとともに、基本事業毎に取組目標の達成に向けた主要取組の内容を記

載します。 
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優良な肥育素牛の県内生産システムの構築等に取り組みます。 

⑦ 飼料の自給力の向上、地域外からの家畜伝染病侵入予防や資源循環型畜産の確立に向

けて、耕種農家と連携した稲発酵粗飼料用稲・飼料用米などの生産拡大や畜産堆肥の活

用促進を図るとともに、家畜排せつ物の処理に関する計画的な検査や適正管理の指導、

良質堆肥の生産促進などに取り組みます。 
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に優れた県産品とその生産者・事業者を三重ブランドとして評価・認定し、その評価

をフィードバックしていくことなどにより、商品力・営業力のより一層の向上を図り

ます。 
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第３章 計画の進行管理 
 

１ 基本的な考え方 

 「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画・行動計画」の推進にあたって

は、年度ごとの取組方針の明確化と着実な実行、取組成果の的確な評価と翌年度の改善方向

への反映についての実効性を担保する観点から、「みえ県民力ビジョン」のマネジメントの仕

組みによるＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善）を活用して、毎年度の改善を行い

ながら計画を進行管理していきます。 

 

２ 県民の皆さんへの取組成果の公表 

 「三重県食を担う農業及び農村の活性化に関する基本計画・行動計画」の毎年度の取組成

果については、「みえ県民力ビジョン」のマネジメントの仕組みによる「成果レポート」にお

いて評価をふまえた成果と翌年度の改善方向を明らかにするとともに、条例第９条第５項の

規定に基づき、毎年一回、各基本施策及び基本事業の実施状況について数値目標の達成状況

とあわせて取りまとめ、県民の皆さんに公表します。 



 

  

 


